
個

人

企
業
・
労
働
組
合
等

Ａ枠 Ａ枠

年間合計 年間合計
２千万円以内 ７５０万円以内

～１億円以内

Ｂ枠

一切禁止

年間合計
１千万円以内

改正後：原則として口座振込

個

人

企
業
・
労
働
組
合
等

Ａ枠 Ａ枠

年間合計 年間合計
２千万円以内 ７５０万円以内

～１億円以内

Ｂ枠

一切禁止

年間合計
１千万円以内

改正後：原則として口座振込

金銭・有価証券による寄附は、選挙運動に関するものを除き禁止

　 ※　政党から受けた寄附を、自己の資金管理団体に寄附する場合は制限なし。

政　　党

政治資金団体
【政党が指定】

その他の政治団体
（資金管理団体を含む）

Ａ枠の範囲内

政党・政治資金団体
に対する寄附の総枠

その他の政治団体
（資金管理団体を含む）

Ｂ枠の範囲内で
年間１５０万円以内

Ｂ枠の範囲内で
年間１５０万円以内

政党・政治資金団体
に対する寄附の総枠

Ａ枠の範囲内

制
限
な
し

制
限
な
し

改正後：同一の団体に対して
　　　　年間５千万円以内

（改正前：制限なし）

×

×その他の政治団体・
政治家に対する寄附
の総枠

その他の政治団体・
政治家への寄附は
一切禁止

政　党 政治資金団体

その他の政治団体

政党・政治資金団体
に対する寄附の総枠

資金管理団体
【政治家が指定】

Ｂ枠の範囲内で
年間１５０万円以内

政党・政治資金団体
に対する寄附の総枠

制
限
な
し

その他の政治団体・
政治家への寄附は
一切禁止

政 治 家 個 人 ×

Ｂ枠１千万円の
範囲内で年間
１５０万円以内

Ａ
枠
２
千
万
円
の
範
囲
内

Ｂ
枠
１
千
万
円
の
範
囲
内

(※)

額
の
制
限
な
し

額
の
制
限
な
し

額
の
制
限
な
し

一切禁止

その他の政治団体・
政治家に対する寄附
の総枠

一切禁止

一切禁止

制
限
な
し

制
限
な
し

制
限
な
し

Ａ枠の範囲内 Ａ枠の範囲内

 政党・政治団体に関する政治資金の流れについて

 政治家個人に関する政治資金の流れについて

Ａ
枠
２
千
万
円
の
範
囲
内


